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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

鳥
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米
子
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宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
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川
日
野
川
水
系
法
勝
寺
川
廃
川
敷
の
処
理
問
題
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関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
五
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

保 

利 
 

茂 

殿 

 

提 

出 

者 
 

武 

部 
 

文 

 

一 

 



 

 

三 

 
鳥
取
県
米
子
市
宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
河
川
日
野
川
水
系
法
勝
寺
川
廃
川
敷
の
処
理
問
題
に 

関
す
る
質
問
主
意
書 

本
問
題
に
対
す
る
内
閣
参
質
八
〇
第
二
〇
号
（
昭
和
五
十
二
年
五
月
三
十
一
日
）
の
答
弁
書
に
関
連
し
次
の
点
を

質
問
す
る
。 

一 

当
時
、
国
は
鳥
取
県
に
対
し
て
登
記
上
国
有
地
に
戻
す
指
導
を
行
い
、
県
も
こ
れ
を
実
行
し
、
し
か
る
の
ち 

 

に
廃
川
敷
処
分
及
び
普
通
財
産
編
入
を
行
い
、
県
が
払
下
げ
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
登
記
を
個
人
名
義 

 

の
ま
ま
廃
河
川
敷
に
し
た
り
、
普
通
財
産
に
受
入
れ
た
り
、
ま
た
県
が
国
か
ら
払
下
げ
を
受
け
た
既
成
の
事
実 

 

は
、
恐
ら
く
全
国
で
も
初
め
て
の
奇
怪
至
極
な
事
だ
と
地
元
の
法
務
局
で
も
言
つ
て
い
る
が
、
明
確
な
回
答
を 

 

求
め
る
。 

二 

本
年
九
月
六
日
、
地
検
米
子
支
部
は
、
本
件
に
つ
い
て
尼
子
不
動
産
を
不
動
産
侵
奪
の
容
疑
で
起
訴
し
た 



 

三 

林
原
開
発
は
、
起
訴
さ
れ
た
尼
子
不
動
産
が
侵
奪
地
を
含
む
造
成
途
中
の
土
地
を
、
一
県
会
議
員
の
仲
介
に 

 

よ
つ
て
入
手
し
、
問
題
の
河
川
敷
を
埋
立
て
、
十
六
名
の
個
人
に
転
売
し
、
巨
額
の
利
益
を
得
た
も
の
で
あ
る 

 

が
、
検
察
庁
は
「
古
い
事
件
で
あ
る
た
め
、
立
証
が
む
つ
か
し
く
、
疑
い
は
十
分
あ
る
が
不
起
訴
と
し
た
」
と
言

明
し
て
い
る
。
し
か
る
に
県
は
、
目
下
こ
の
業
者
に
不
当
に
も
払
下
げ
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に 

 

つ
い
て
次
の
二
点
の
回
答
を
求
め
る
。 

(ロ ) 

侵
奪
さ
れ
た
河
川
敷
の
面
積
は
、
尼
子
不
動
産
と
林
原
開
発
と
の
間
の
不
動
産
売
買
契
約
証
書
に
明
ら
か 

 

な
よ
う
に
、
公
簿
面
積
二
四
、
七
七
七
平
方
米
、
測
量
面
積
約
三
九
、
六
六
九
平
方
米
で
あ
り
、
約
一
五
、
〇 

(イ ) 

現
地
の
時
価
相
場
は
一
平
方
米
約
二
三
、
〇
〇
〇
円
前
後
で
取
引
さ
れ
て
い
る
が
、
払
下
げ
の
金
額
は
い 

 

く
ら
で
、
そ
の
算
出
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

が
、
県
は
あ
わ
て
て
林
原
開
発
に
払
下
げ
を
行
う
た
め
の
白
地
化
の
処
理
を
急
い
で
い
る
が
、
昨
年
六
月
、
鳥 

 
 

取
県
会
で
侵
奪
が
認
め
ら
れ
た
時
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

〇
〇
平
方
米
（
約
四
、
五
〇
〇
坪
）
の
増
歩
が
出
て
い
る
。 

し
か
る
に
県
の
払
下
げ
河
川
敷
は
約
三
、
三
〇
〇
平
方
米
（
約
一
、
〇
〇
〇
坪
）
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ 

 
 

が
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

ま
た
、
河
川
敷
の
上
流
と
下
流
の
部
分
は
解
明
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

四 

不
当
に
埋
立
て
た
団
地
内
の
道
路
（
堤
防
）
は
、
現
在
、
市
道
認
定
に
な
つ
て
い
る
が
、
侵
奪
が
発
覚
後
、
公

示
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
堤
防
の
形
態
も
な
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
工
事
も
極
め
て
ず
さ
ん
で
現
在
は
危
険 

 

の
た
め
、
地
元
住
民
の
手
で
車
の
交
通
は
し
や
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
路
（
堤
防
）
が
実
用
に
耐
え
る
も
の
と

し
て
、
修
理
す
る
の
は
ど
こ
の
所
管
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 




